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２ ８ 規 程 第 １ ４ ７ 号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

種苗検査実施規程

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 農作物の種苗又は生産ほ場の土壌の検査（第３条～第８条）

第３章 ＥＣ向け輸出野菜種子の品種維持に係る検査（第９条～第１２条）

第４章 種子を生産するための種子の品種の証明（第１３条～第１８条）

第５章 種苗の生産履歴の証明（第１９条～第２２条）

第６章 雑則（第２３条・第２４条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機

構」という。）が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成１１年

法律第１９２号）第１４条第２項第２号の規定に基づいて行う、農作物（飼料作物を除

く。以下同じ。）の種苗の検査（植物防疫法（昭和２５年法律第１５１号）第２条第４

項に規定する登録検査機関として行う同法第１０条の４第１項の規定による登録に係る

検査を除く。以下「種苗検査」という。）の実施に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。

（種苗検査を行う組織等）

第２条 農研機構が行う種苗検査は、種苗管理センターにおいて行う。

２ 理事（種苗管理、事業開発担当）（以下「理事」という。）は、種苗検査の実施に関

する権限を種苗管理センター所長（以下「所長」という。）に委任する。

第２章 農作物の種苗又は生産ほ場の土壌の検査

（依頼検査）

第３条 種苗管理センターは、依頼に応じて、農作物の種苗又はその生産ほ場の土壌の検

査（以下「依頼検査」という。）を行う。

２ 依頼検査は、次の各号に掲げる事項のうち、依頼検査を依頼しようとする者（以下

「検査依頼者」という。）が依頼するものについて行うものとする。

一 発芽に関する事項

二 純潔度合に関する事項

三 含水量に関する事項

四 異種の粒数に関する事項

五 病害に関する事項（別表１の１の（３）病害検査の表の種類欄に掲げる農作物に応
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じて同表の病原体名欄に定める病原体の組合せとする。ただし、国際種子検査証明書

（国際種子検査協会（以下「ＩＳＴＡ」という。）が定める様式）を発行するために

行う場合は、別表１の２の（４）病害検査の表の種類欄に掲げる農作物に応じて同表

の病原体名欄に掲げる病原体の組合せのみとする。）

六 放射性物質に関する事項（放射性物質は、放射性核種ヨウ素－１３１、セシウム－

１３４及びセシウム－１３７とする。ただし、表面の放射性同位元素の密度が４ Bq/cm ２

を超えるおそれがあるものを除く。）

３ 検査依頼者は、依頼検査を依頼しようとする場合は、別に定める検査依頼書を種苗管

理センターに提出するものとする。

４ 所長は、依頼検査を行うことが適当でないと認めるとき又は依頼検査を行うことがで

きないときは、依頼に応じないこととし、その旨を検査依頼者に通知する。

（依頼検査の方法）

第４条 依頼検査の方法は、ＩＳＴＡが定める国際種子検査規程に準拠して別に定める。

ただし、前条第２項第６号に係る事項は、文部科学省の定める測定法に準拠して、定め

るものとする。

（依頼検査の試料の提出等）

第５条 検査依頼者は、次に掲げる方法により、依頼検査に必要な試料を種苗管理センタ

ーに提出しなければならない。

一 検査依頼書に別表１による検査に必要な量の試料を添える方法

二 検査に従事する職員が種子荷口から試料を抽出する方法

２ 検査依頼者は、前項第１号の方法により、試料を提出する場合においては、試料の輸

送又は保存中に吸湿、破砕、腐敗、異物混入等が起こらないよう、適当な容器又は資材

を用いて包装しなければならない。

３ 第３条第２項第５号に掲げる事項に係る依頼検査であって国際種子検査証明書の発行

を目的とする場合において提出する試料は、いかなる種子処理も施してあってはならな

い。ただし、アブラナ属野菜の Xanthomonas campestris pv. campestris（黒腐病）の検査
（種子磨砕液培養法に限る。）用の試料に限り、物理的処理（温湯消毒）、化学的処理

（塩素系消毒）又は残留物が依頼検査に影響を与えない処理を施したものでなければな

らない。

４ 所長は、必要があると認める場合には、試料の追加提出を求めることができる。

５ 提出された試料は、検査の依頼に応じない場合を除き、原則として返還しない。ただ

し、第３条第２項第６号に係る依頼検査の場合にあっては、保管のための試料の一部

（１０ ml）を除き返還する。この場合において、保管のための試料は、１年間保管し
た後に廃棄する。

６ 第１項第２号の規定により種子荷口から試料を抽出する職員は、別に定める身分証明

書を携帯しなければならない。

（検査報告書等の交付）
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第６条 所長は、依頼検査を終了したときは、別に定める検査報告書及び国際種子検査証

明書（ＩＳＴＡが定める様式によるもので、交付が必要な場合に限る。以下同じ。）を

検査依頼者に交付する。

２ 所長は、前項の検査報告書又は国際種子検査証明書の副本を交付することができる。

この場合において、所長は、請求された交付枚数が申請のあった包装数を大幅に超える

場合等副本の交付が適当でない、又は交付枚数を制限することが必要であると認める場

合は、その交付枚数を制限することができるものとする。

（依頼検査の手数料等）

第７条 依頼検査に要する手数料の額は、別表２のとおりとする。

２ 国際種子検査証明書の交付には、同証明書用の台紙費用として１枚当たり６９９円

（消費税相当額を含む。）を要する。副本の交付及び検査依頼者の都合による記載内容

の訂正を伴う再発行に際しても同様とする。

３ 前条第２項の検査報告書の副本の交付に要する経費は、１通当たり４２９円（消費税

相当額を含む。）とする。検査依頼者の都合による記載内容の訂正を伴う再発行に際し

ても同様とする。

４ 検査依頼書の送付並びに試料の送付及び返還に要する経費、試料抽出及び現地調査に

係る職員の出張に要する経費（農研機構が定める旅費規程（１８規程第９２号）により

算定した額とする。以下「出張に要する経費」という。）並びに前条第２項の副本の交

付に要する経費は、検査依頼者の負担とする。

（検査手数料の納付等）

第８条 検査依頼者は、本部管理本部藤本・大わし管理部長（以下「管理部長」とい

う。）が発行する請求書により、納付期限までに検査手数料（国際種子検査証明書の台

紙費用及び副本の交付に要する経費を含む。次項において同じ。）及び出張に要する経

費を納めなければならない。

２ 管理部長は、前項の規定により納付された検査手数料及び出張に要する経費は返還し

ない。ただし、種苗管理センターの責めに帰すべき理由により依頼検査を完了すること

ができなかった場合において、再度の依頼検査を行わないときは、検査依頼者に当該検

査手数料及び出張に要する経費を返還するものとする。

３ 種苗管理センターの責めに帰すべき理由により依頼検査を完了することができなかっ

た場合において、再度の依頼検査を行うときは、種苗管理センターは再度の依頼検査に

必要となる試料の代金に相当する額を上限として支払うものとする。

第３章 ＥＣ向け輸出野菜種子の品種維持に係る検査

（ＥＣ向け輸出野菜種子の品種維持に係る検査）

第９条 種苗管理センターは、農林水産省輸出・国際局長（以下「輸出・国際局長」とい

う。）からの指示に基づき、ＥＣ向け輸出野菜種子の品種維持に係る公的管理に関する

要領（昭和５８年９月２７日付け５８農蚕第４７９８号農林水産省農蚕園芸局長通知）

に定めるところにより、同要領に基づき理事に通知のあった品種について、記録の検査
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及びサンプルの収集及び事後検定を行う。

（記録の検査及びサンプルの確認等）

第１０条 前条の記録の検査及びサンプルの収集は、指定種苗検査職員の身分証明書（種

苗法（平成１０年法律第８３号）第６３条第４項の証明書をいう。）の発給を受けた職

員（以下「検査職員」という。）が行うものとする。

２ 理事は、記録及びサンプルの保管に不備があるとき又は品種の維持が適切に行われて

いないおそれがあると認めたときは、速やかにその旨を輸出・国際局長に報告する。

（事後検定の方法）

第１１条 事後検定の方法は、指定種苗の表示及び生産等基準に係る検査実施要領（平成

３０年１月１７日付け２９食産第４３０３号、２９政統第１４４８号農林水産省食料産

業局長・政策統括官連名通知）に準拠して行う。

（検査結果の報告）

第１２条 理事は、記録の検査及び事後検定の結果を、毎年３月末までに輸出・国際局長

へ報告する。

第４章 種子を生産するための種子の品種の証明

（依頼証明）

第１３条 種苗管理センターは、依頼に応じて、砂糖原料用のてんさいの生産に向けられ

る種子を生産するための種子（以下「基礎種子」という。）の品種の証明（以下「依頼

証明」という。）を行う。

２ 依頼証明は、基礎種子について、次に掲げる検査を実施して行う。

一 母根ほ場検査

二 採種ほ場検査

三 種子検査

３ 依頼証明を依頼しようとする者（以下「証明依頼者」という。）は、別に定める証明

依頼書を種苗管理センターに提出するものとする。

４ 所長は、依頼証明を行うことが適当でないと認めるとき又は依頼証明に係る検査を行

うことができないときは、依頼に応じないこととし、その旨を証明依頼者に通知する。

（依頼証明の方法）

第１４条 依頼証明の方法は、経済協力開発機構（以下「ＯＥＣＤ」という。）が定める

「ＯＥＣＤ種子制度」中、「第２部 種子制度の規則及び指針」の「付属文書Ⅸ てん

さい及び飼料用ビート種子」（以下「ＯＥＣＤ付属文書」という。）の「規則及び指

示」に規定されている方法及び「種子作物の比較栽培試験及びほ場検定指針」に規定さ

れている方法並びにＯＥＣＤ付属文書が参照するＩＳＴＡが定める国際種子検査規程に

おいて規定されている種子検査の方法によるものとする。
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（種子検査に係る試料の返還）

第１５条 証明依頼者から依頼証明のために提出された試料は、原則として返還しない。

（検査成績書等の交付）

第１６条 所長は、依頼証明に係る検査を終了したときは、別に定める検査成績書及び国

際種子検査証明書を証明依頼者に交付する。

２ 所長は、第１３条第２項に規定する検査の全てに合格したものについては、証明依頼

者にＯＥＣＤが定める様式による品種証明書（以下「品種証明書」という。）を交付す

る。

３ 所長は、第１項の国際種子検査証明書又は前項の品種証明書の副本を交付することが

できる。

４ 前項の規定により国際種子検査証明書又は品種証明書の副本の交付を受けようとする

証明依頼者は、別に定める交付申請書を種苗管理センターに提出しなければならない。

（票せんの添付及び封印）

第１７条 種苗管理センターは、第１３条第２項第２号の採種ほ場検査に合格したほ場か

ら生産された種子には仮票せんの添付及び封印を行う。

２ 種苗管理センターは、前条第２項の品種証明書を交付した基礎種子には、票せんの添

付及び封印を行う。

（依頼証明の手数料等）

第１８条 依頼証明に要する手数料の額は、原則として当該依頼証明に要する経費の額と

し、所長が別に定める。

２ 証明依頼書の送付及び第１６条第３項の副本の交付に要する経費は、証明依頼者の負

担とする。

３ 証明依頼者は、前２項に定める依頼証明に要する手数料及び経費について、管理部長

が発行する請求書により、納付期限までに納付しなければならない。

４ 管理部長は、前項の規定により納付された手数料及び経費は返還しない。ただし、種

苗管理センターの責めに帰すべき理由により依頼証明を完了することができなかった場

合は、証明依頼者に当該手数料及び経費を返還するものとする。

第５章 種苗の生産履歴の証明

（生産履歴証明）

第１９条 種苗管理センターは、依頼に応じて、次の各号に掲げる種苗の生産履歴に関す

る証明（以下「生産履歴依頼証明」という。）を行う。

一 種苗管理センターが依頼者の事務所等に出向いて行う調査に基づく証明

二 輸出先国から求められた証明書の裏付け証明

三 前２号に掲げるもののほか、種苗管理センターが依頼者から提出される書類に基づ

き行う証明

２ 生産履歴依頼証明は、次の各号に掲げる事項のうち、生産履歴依頼証明を依頼しよう
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とする者（以下「履歴証明依頼者」という。）が依頼するものについて行う。

一 採種（苗）ほ所在地に関する事項

二 栽培期間に関する事項

三 調整場所に関する事項

四 調整時期に関する事項

五 保管場所に関する事項

六 保管期間に関する事項

３ 履歴証明依頼者は、別に定める書類を種苗管理センターに提出するものとする。

４ 所長は、生産履歴依頼証明を行うことが適当でないと認めるときは、依頼に応じない

こととし、その旨を履歴証明依頼者に通知する。

（調査の方法等）

第２０条 所長は、生産履歴依頼証明を行うための調査を検査職員に行わせるものとす

る。

２ 検査職員は、履歴証明依頼者の事務所等に出向いて調査を行う場合には、指定種苗検

査職員の身分証明書を携帯するものとし、履歴証明依頼者から要求があった場合には、

これを提示しなければならない。

３ 検査職員は、前条第１項第２号に掲げる証明を行うため、輸出先国から求められた証

明書と履歴証明依頼者から提出された書類の記載事項が合致することを確認するものと

し、必要な場合は、履歴証明依頼者に対し、補足資料の提出を求めることができる。

４ 検査職員は、前条第１項第３号に掲げる証明に係る確認については、提出された書類

が証明を依頼する事項に係る事実を明らかにするものであることを確認するものとし、

必要な場合は、履歴証明依頼者に対し、補足資料の提出を求めることができる。

５ 履歴証明依頼者は、検査職員の求があった場合には、証明を依頼する事項に係る事実

を明らかにし得る帳簿その他の書類を提出しなければならない。

６ 履歴証明依頼者から提出された書類等は、原則として返還しないものとする。ただ

し、前条第４項の規定により生産履歴依頼証明の依頼に応じないこととした場合はこの

限りではない。

（証明書の交付等）

第２１条 所長は、前条第１項の調査に基づき、履歴証明依頼者に証明書又は裏付け証明

を交付する。

２ 前項の証明書又は裏付け証明の交付は、別に定めるところにより行う。

３ 所長は、履歴証明依頼者に証明書（裏付け証明を除く。）の副本を交付することがで

きる。

（生産履歴依頼証明の手数料等）

第２２条 生産履歴依頼証明に係る証明依頼書、証明書及び関係書類等の送付並びに返還

に要する送料、第２０条第１項の調査に要する検査職員の出張に要する経費は、履歴証

明依頼者の負担とする。
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２ 履歴証明依頼者は、前項に定める生産履歴依頼証明に係る経費について、管理部長が

発行する請求書により、納付期限までに納付しなければならない。

３ 管理部長は、前項の規定により納付された経費は返還しない。ただし、種苗管理セン

ターの責めに帰すべき理由により生産履歴依頼証明を完了することができなかった場合

は、履歴証明依頼者に当該経費を返還するものとする。

第６章 雑則

（情報システムによる手続）

第２３条 この規程に基づく提出、通知等の手続は、種苗管理センターが定める電子情報

処理組織（農研機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とこれ

らの手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組

織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた手続は、当該手続の相手方の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該手続の相手方に

到達したものとみなす。

（その他）

第２４条 この規程に定めるもののほか、種苗検査の実施に関し必要な事項は、所長が別

に定める。

附 則

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成29.4.6 29-1規程第147-1号）

この規程は、平成２９年４月６日から施行する。

附 則（平成30.3.29 29-33規程第147-2号）

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（平成31.3.6 30-29規程第147-3号）

この規程は、平成３１年３月６日から施行する。

附 則（令和元.11.26 31-17規程第147-4号）

この規程は、令和元年１１月２６日から施行する。

附 則（令和2.3.17 31-26規程第147-5号）

この規程は、令和２年３月１７日から施行する。

附 則（令和3.2.18 02-21規程第147-6号）

この規程は、令和３年３月１日から施行する。
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附 則（令和3.4.1 03-7規程第147-7号）

この規程は、令和３年３月１日から施行する。

附 則（令和3.7.1 03-10規程第147-8号）

この規程は、令和３年７月１日から施行する。

附 則（令和4.3.8 03-25規程第147-9号）

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和4.4.1 04-4規程第147-10号）

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和5.3.20 04-25規程第147-11号）

この規程は、令和５年３月２０日から施行する。

附 則（令和5.7.3 05-5規程第147-12号）

この規程は、令和５年７月３日から施行する。

附 則（令和5.9.15 05規程第147-13号）

この規程は、令和５年１０月１日から施行する。

附 則（令和5.11.20 05-16規程第147-14号）

この規程は、令和６年１月１日から施行する。
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別表１（第５条関係）

１ 検査依頼書（Ａ）に添える試料の量

（１）発芽、純潔度合、含水量及び異種の粒数の検査

検査事項別提供試料の最小限重量

種 類

発芽 純潔度合 含水量 異種の粒数

ｇ ｇ ｇ ｇ

セロリー、ベントグラス、ローズグラス、チモシー、レッドトップ、 1 2 50 10

ケンタッキーブルーグラス、しば

しろクローバー 2 4 50 20

にんじん、みつば、レタス、オーチャードグラス、リードカナリーグラス 5 10 50 30

からしな、パセリ 5 10 50 40

ねぎ、あかクローバー、トールフェスク 5 10 50 50

ペレニアルライグラス 10 20 50 60

かぶ、トマト、はくさい、リーキ、バヒアグラス 10 20 50 70

ひえ、しゅんぎく、たまねぎ 10 20 50 80

あわ 10 20 50 90

なたね、カリフラワー、キャベツ、コールラビー、在来なたね、にら、 10 20 50 100

ブロッコリー、めキャベツ

なす、とうがらし 15 30 50 150

ごぼう、ほうれんそう 25 50 50 250

だいこん 50 100 50 300

稲 70 100 100 700

てんさい 50 100 50 500

そば 60 120 100 600

きゅうり、メロン 70 150 50 700

アスパラガス 100 200 50 1,000

大麦、小麦、緑豆 120 250 100 1,000

小豆、すいか 250 500 100 1,000

かぼちゃ、ゆうがお 500 1,000 50 1,000

大豆、とうもろこし、いんげんまめ、えんどう、そらまめ（一寸を除く。） 500 1,000 100 1,000

そらまめ（一寸） 2,000 2,000 100 2,000

上記各欄に掲げるもの以外の農作物種子 当該種子の大きさにより上記各欄に

掲げる量に準じた量
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（備考）

１） 検査を依頼するために提供する試料の重量は、それぞれの検査事項についての試料の重量の合計量とする

こと。ただし、発芽及び純潔度合の２事項についての検査を依頼する場合における試料の重量は、純潔度合

の試料の重量とすること。発芽、純潔度合及び含水量の３事項についての検査を依頼する場合における試料

の重量は、純潔度合及び含水量の試料の重量の合計量とすること。異種の粒数及び他の事項（含水量を除

く。）についての検査を依頼する場合における試料の重量は、異種の粒数の重量とすること。

２） 含水量の検査を依頼するために提供する試料は、適当な防湿包装容器に密封すること。

（２）提供試料が被覆種子の場合の検査

ペレットシード

検査項目 送付試料の最小限数量（粒）

純潔度合検査（種の検証を含む） 2,500

発芽試験 2,500

異種の粒数検査 10,000

異種の粒数検査（エンクラストシード及びシードグラニュール） 25,000

シードテープ

検査項目 送付試料の最小限数量（粒）

発芽試験 2,000

異種の粒数検査 10,000
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（３）病害検査

提供試料の
種 類 病原体名 病害名

最小限数量

ニンジン Alternaria radicina 黒斑病 ４２５粒

ニンジン Alternaria dauci 黒葉枯病 ４２５粒

ニンジン Xanthomonas hortorum pv. carotae 斑点細菌病 １０，０２５粒

ユウガオ Fusarium oxysporum f. sp. lagenariae つる割病 ４２５粒

インゲンマメ Colletotrichum lindemuthianum 炭疽病 ４２５粒

エンドウ Ascochyta pisi 褐斑病及び褐紋病 ４２５粒

Mycosphaerella pinodes
エンドウ Pea seed-borne mosaic virus モザイク病 ２，０２５粒

アブラナ属野菜 Xanthomonas campestris pv. campestris 黒腐病

洗浄液培養法及び磨砕液培養法 ３０，０２５粒

Seed Wash-PCR法 １０，０２５粒

アブラナ属野菜 Leptosphaeria maculans 根朽病 ４２５粒又は

１，０２５粒

アブラナ属野菜 Alternaria brassicicola 黒すす病 ４２５粒

アブラナ属野菜 Alternaria brassicae 黒斑病 ４２５粒

アブラナ属野菜 Alternaria japonica 黒斑病 ４２５粒

アブラナ属野菜 Pseudomonas syringae pv. maculicola 黒斑細菌病 ３０，０２５粒

Pseudomonas cannabina pv. alisalensis
ダイコン Leptosphaeria maculans （和名無） ４２５粒

ダイコン Xanthomonas campestris pv. campestris 黒腐病

洗浄液培養法 ３０，０２５粒

Seed Wash-PCR法 １０，０２５粒

ダイコン Alternaria brassicicola 黒斑病 ４２５粒

ダイコン Alternaria brassicae 黒斑病 ４２５粒

ダイコン Alternaria japonica 黒斑病 ４２５粒

ダイコン Pseudomonas syringae pv. maculicola 黒斑細菌病 ３０，０２５粒

Pseudomonas cannabina pv. alisalensis
トマト Tobamoviruses モザイク病 ３，０２５粒

(Tomato mosaic virus, Tobacco mosaic
virus, Pepper mild mottle virus, Tomato
brown rugose fruit virus)

トマト Clavibacter michiganensis subsp. かいよう病 １０，０２５粒

michiganensis
レタス Lettuce mosaic virus モザイク病 ３，０２５粒

ウリ科野菜 Kyuri green mottle mosaic virus 緑斑モザイク病 ２，０２５粒又は

９，４２５粒

ウリ科野菜 Cucumber green mottle mosaic virus 緑斑モザイク病 ２，０２５粒又は

９，４２５粒

ウリ科野菜 Squash mosaic virus スカッシュモザイ ２，０２５粒又は

ク病 ９，４２５粒

ウリ科野菜 Melon necrotic spot virus メロンえそ斑点病 ２，０２５粒又は

９，４２５粒

トウガラシ Tobamoviruses モザイク病 ３，０２５粒

(Tomato mosaic virus, Tobacco mosaic
virus, Pepper mild mottle virus)

スイカ、メロン、キ Acidovorax citrulli (A. avenae subsp. 果実汚斑細菌病 １０，０２５粒

ュウリ、カボチャ、 citrulli)
ユウガオ、ニガウリ

及びトウガン

カボチャ Pseudomonas syringae pv. syringae 果実斑点細菌病 １０，０２５粒
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（備考）
１） 病害の検査を依頼するために提出する試料は、汚染防止のため、適当な容器又は資材で他の検査事

項用の提供試料とは別に包装すること。
２） （１）の発芽、純潔度合、含水量及び異種の粒数の検査を併せて依頼する場合における提供試料の

量は、（１）の試料の重量及び病害検査の試料の数量の合計量とすること。
３） ニンジンについて、同一試料で Alternaria radicina（黒斑病）と Alternaria dauci（黒葉枯病）

の両方の検査を依頼する場合の提供試料の最小限数量は、４２５粒とする。
４） アブラナ属野菜について、同一試料で Alternaria brassicicola（黒すす病）と Alternaria

brassicae（黒斑病）と Alternaria japonica（黒斑病）のうち、いずれか２病原体又は３病原体を検
査する場合の提供試料の最小限数量は、４２５粒とする。また、これらの組合せ又はいずれかの１病
原体と Leptosphaeria maculans（根朽病）との検査を組み合わせる場合の提供試料の最小限数量
は、８２５粒又は１，４２５粒とする。

５） ダイコンについて、同一試料で Alternaria brassicicola（黒斑病）と Alternaria brassicae（黒斑
病）と Alternaria japonica（黒斑病）のうち、いずれか２病原体又は３病原体を検査する場合の提
供試料の最小限数量は、４２５粒とする。また、これらの組合せ又はいずれかの１病原体と
Leptosphaeria maculansの検査を組み合わせる場合の提供試料の最小限数量は、８２５粒とする。

６） 提出できる数量が最小限数量に満たない場合は、要相談とする。
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２ 検査依頼書（Ｂ）に添える試料の量

（１）発芽、純潔度合及び異種の粒数の検査

農作物種子及び野菜種子

荷口証明の 提供試料の 純潔検査の

種 類 最大限重量 最小限重量 最小限重量

ｋｇ ｇ ｇ

Abelmoschus esculentus (L.)Moench ｵｸﾗ 20,000 1,000 140

Agrostis capillaris L. ｺﾛﾆｱﾙﾍﾞﾝﾄｸﾞﾗｽ 10,000 5 0.25

Agrostis gigantea Roth ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ 10,000 5 0.25

Agrostis stolonifera L. ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄｸﾞﾗｽ 10,000 5 0.25

Allium cepa L. ﾀﾏﾈｷﾞ 10,000 80 8

Allium fistulosum L. ﾈｷﾞ 10,000 50 5

Allium porrum L. ﾘｰｷ 10,000 70 7

Allium schoenoprasum L. ﾁｬｲﾌﾞ、ｱｻﾂｷ、ｴｿﾞﾈｷﾞ 10,000 30 3

Allium tuberosum Rottler ex.Spreng. ﾆﾗ 10,000 100 10

Alysicarpus vaginalis (L.) DC. ｱﾘｽｸﾛｰﾊﾞｰ 10,000 40 4

Apium graveolens L. ｾﾛﾘｰ 10,000 10 1

Arachis hypogaea L. ﾗｯｶｾｲ 30,000 1,000 1,000

Arctium lappa L. ｺﾞﾎﾞｳ 10,000 50 5

Arrhenatherum elatius ( L.) P.Beauv. ex ﾄｰﾙｵｰﾄｸﾞﾗｽ 10,000 80 8

J.Presl & C.Presl
Asparagus officinalis L. ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 20,000 1,000 100

Avena sativa L. (A.byzantina を含む) ｴﾝﾊﾞｸ 30,000 1,000 120

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm. ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾞﾗｽ 10,000 10 1

Beta vulgaris L. (multi-germ varieties) ﾌﾀﾞﾝｿｳ、ﾋﾞｰﾄ(ﾃﾝｻｲ)類 (多胚 20,000 500 50

種)

Beta vulgaris L. (mono-germ varieties) ﾌﾀﾞﾝｿｳ、ﾋﾞｰﾄ(ﾃﾝｻｲ)類 (単胚 20,000 500 30

種)

Brassica carinata A.Braun ｱﾋﾞｼﾆｱｶﾞﾗｼ 10,000 100 10

Brassica juncea (L.) Czern. ｶﾗｼﾅ類 10,000 40 4

Brassica napus L. ﾅﾀﾈ 10,000 100 10

Brassica oleracea L. (all varieties) ｷｬﾍﾞﾂ類 (全変種) 10,000 100 10

Brassica rapa L. ｶﾌﾞ､ﾊｸｻｲ､ﾀｲｻｲ類(ﾊﾟｸﾁｮｲ等) 10,000 70 7

Bromus inermis Leyss. ｽﾑｰｽﾌﾞﾛｰﾑ(ｽｽﾞﾒﾉﾁｬﾋｷ) 10,000 90 9

Bromus carinatus Hook.& Arn.var.marginatus ﾏｳﾝﾃﾝﾌﾞﾛｰﾑ 10,000 200 20

(Steud.)Barkworth & Anderto
Bromus hordeaceus L. ｿﾌﾄﾌﾞﾛｰﾑ 10,000 50 5

Cajanus cajan (L.) Huth ｷﾏﾒ(ﾘｭｳｷｭｳﾏﾒ) 20,000 1,000 300

Cannabis sativa L. ｱｻ 10,000 600 60

Capsicum spp. ﾄｳｶﾞﾗｼ属 10,000 150 15

Carthamus tinctorius L. ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ 25,000 900 90

Chloris gayana Kunth ﾛｰｽﾞｸﾞﾗｽ 10,000 10 1

Cicer arietinum L. ﾋﾖｺﾏﾒ 30,000 1,000 1,000

Cichorium endivia L. ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ 10,000 40 4

Cichorium intybus L. ﾁｺﾘｰ 10,000 50 5

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.& Nakai ｽｲｶ 20,000 1,000 250

Corchorus olitorius L. ﾓﾛﾍｲﾔ(ﾀｲﾜﾝﾂﾅｿ) 10,000 150 15

Coriandrum sativum L. ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ(ｺｴﾝﾄﾞﾛ) 10,000 400 40

Crotalaria brevidens Benth. ｸﾛﾀﾗﾘｱ 10,000 150 15

Cucumis melo L. ﾒﾛﾝ 10,000 150 70

Cucumis sativus L. ｷｭｳﾘ 10,000 150 70

Cucurbita maxima Duchesne ｾｲﾖｳｶﾎﾞﾁｬ 20,000 1,000 700

Cucurbita moschata Duchesne ﾆﾎﾝｶﾎﾞﾁｬ 10,000 350 180

Cucurbita pepo L. ﾍﾟﾎﾟｶﾎﾞﾁｬ 20,000 1,000 700

Cynodon dactylon (L.) Pers. ﾊﾞｰﾐｭｰﾀﾞｸﾞﾗｽ(ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞ) 10,000 10 1

Daucus carota L. ﾆﾝｼﾞﾝ 10,000 30 3
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Dichondra micrantha Urb. ﾀﾞｲｺﾝﾄﾞﾗ、ｱｵｲｺﾞｹ 10,000 50 5

Echinochloa crus-galli (L.)P.Beauv. ｲﾇﾋﾞｴ 10,000 80 8

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees ｳｨｰﾋﾟﾝｸﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ 10,000 10 1

Fagopyrum esculentum Moench ｿﾊﾞ 10,000 600 60

Festuca arundinacea Schreb. ﾄｰﾙﾌｪｽｸ(ｵﾆｳｼﾉｹｸﾞｻ) 10,000 50 5

Festuca ovina L.(all vars.) ｼｰﾌﾟﾌｪｽｸ(ﾊｰﾄﾞﾌｪｽｸ)(全変種) 10,000 25 2.5

Festuca pratensis Huds. ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ(ﾋﾛﾊﾉｳｼﾉｹｸﾞｻ) 10,000 50 5

Festuca rubra L.s.l.(all vars.) ﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ (全変種) 10,000 30 3

Glycine max (L.) Merr. ﾀﾞｲｽﾞ 30,000 1,000 500

Helianthus annuus L. ﾋﾏﾜﾘ 25,000 1,000 200

Hordeum vulgare L. subsp. vulgare ｵｵﾑｷﾞ 30,000 1,000 120

Lablab purpureus(L.)Sweet ﾌｼﾞﾏﾒ 20,000 1,000 600

Lactuca sativa L. ﾚﾀｽ 10,000 30 3

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. ﾋｮｳﾀﾝ、ﾕｳｶﾞｵ 20,000 1,000 500

Lespedeza juncea (L.f.) Pers. ｶﾗﾒﾄﾞﾊｷﾞ 10,000 30 3

Linum usitatissimum L. ｱﾏ 10,000 150 15

Lolium × hybridum Hausskn. ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾗｲｸﾞﾗｽ 10,000 60 6

Lolium multiflorum Lam. ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ(ﾈｽﾞﾐﾑｷﾞ) 10,000 60 6

Lolium perenne L. ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ(ﾎｿﾑｷﾞ) 10,000 60 6

Lotus corniculatus L. ﾊﾞｰｽﾞﾌｯﾄﾄﾚﾌｫｲﾙ 10,000 30 3

Luffa aegyptiaca Mill. ﾍﾁﾏ 20,000 1,000 250

Medicago sativa L. ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ(ﾑﾗｻｷｳﾏｺﾞﾔｼ) 10,000 50 5

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & ｷﾞﾆｱｸﾞﾗｽ 10,000 20 2

S.W.L.Jacobs
Momordica charantia L. ﾂﾙﾚｲｼ(ﾆｶﾞｳﾘ) 20,000 1,000 450

Nicotiana tabacum L. ﾀﾊﾞｺ 10,000 25 0.5

Oryza sativa L. ｲﾈ 30,000 700 70

Paspalum notatum Flüggé ﾊﾞﾋｱｸﾞﾗｽ(ｷｼｭｳｽｽﾞﾒﾉﾋｴ) 10,000 70 7

Pennisetum clandestinum Hochst.ex Chiov. ｷｸﾕｸﾞﾗｽ 10,000 70 7

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss ﾊﾟｾﾘ 10,000 40 4

Phalaris arundinacea L. ﾘｰﾄﾞｶﾅﾘｰｸﾞﾗｽ 10,000 30 3

Phaseolus coccineus L. ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ 30,000 1,000 1,000

Phaseolus vulgaris L. ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ 30,000 1,000 700

Phleum pratense L. ﾁﾓｼｰ(ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ) 10,000 10 1

Pisum sativum L.s.l. ｴﾝﾄﾞｳ 30,000 1,000 900

Raphanus sativus L. ﾀﾞｲｺﾝ 10,000 300 30

Secale cereale L. ﾗｲﾑｷﾞ 30,000 1,000 120

Solanum lycopersicum L. ﾄﾏﾄ 10,000 15 7

Solanum melongena L. ﾅｽ 10,000 150 15

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.bicolor ｿﾙｶﾞﾑ 30,000 900 90

Spinacia oleracea L. ﾎｳﾚﾝｿｳ 10,000 250 25

Taraxacum officinale F.H.Wigg.,s.l ｼｮｸﾖｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 10,000 30 3

Thinopyrum intermedium (Host)Barkworth & ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｴｲﾄﾎｲｰﾄｸﾞﾗｽ 10,000 150 15

D.R.Dewey
Trifolium hybridum L. ｱﾙｻｲｸｸﾛｰﾊﾞｰ 10,000 20 2

Trifolium incarnatum L. ｸﾘﾑｿﾝｸﾛｰﾊﾞｰ 10,000 80 8

Trifolium pratense L. ｱｶｸﾛｰﾊﾞｰ 10,000 50 5

Trifolium repens L. ｼﾛｸﾛｰﾊﾞｰ 10,000 20 2

Triticum aestivum L.subsp.aestivum ｺﾑｷﾞ 30,000 1,000 120

Vicia faba L. ｿﾗﾏﾒ 30,000 1,000 1,000

Vicia sativa L. (incl. V. angustifolia L.) ｺﾓﾝﾍﾞｯﾁ､ﾅﾛｰﾘｰﾌﾍﾞｯﾁ 30,000 1,000 140

Vicia villosa Roth(incl. V. dasycarpa Ten.) ﾍｱﾘｰﾍﾞｯﾁ､ｳｰﾘｰﾎﾟｯﾄﾞﾍﾞｯﾁ 30,000 1,000 100

Vigna angularis(Willd.)Ohwi & H.Ohashi ｱｽﾞｷ 30,000 1,000 250

Vigna unguiculata (L.) Walp. ｻｻｹﾞ 30,000 1,000 400

Zea mays L. ﾄｳﾓﾛｺｼ 40,000 1,000 900

Zoysia japonica Steud ﾉｼﾊﾞ 10,000 10 1
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花卉、香辛料及び薬用植物

荷口証明の 提供試料の 純潔検査の

種 類 最大限重量 最小限重量 最小限重量

ｋｇ ｇ ｇ

Achillea umbellata Sm. ｱｷﾚｱｳﾝﾍﾞﾗｰﾀ 5,000 5 0.5

Ageratum houstonianum Mill. ｱｹﾞﾗﾀﾑ 5,000 5 0.5

Antirrhinum majus L. ｷﾝｷﾞｮｿｳ 5,000 5 0.5

Artemisia vulgaris L. ﾖﾓｷﾞ 5,000 5 0.5

Aster alpinus L. ｱｽﾀｰ(ｼｵﾝ) 5,000 20 5

Bellis perennis L. ﾋﾅｷﾞｸ(ﾃﾞｰｼﾞｰ) 5,000 5 0.5

Calendula officinalis L. ｷﾝｾﾝｶ 5,000 80 20

Campanula medium L. ﾌｳﾘﾝｿｳ 5,000 5 0.6

Celosia argentea L. ﾉｹﾞｲﾄｳ 5,000 10 2

Centaurea cyanus L. ﾔｸﾞﾙﾏｿｳ(ﾔｸﾞﾙﾏｷﾞｸ) 5,000 40 10

Coix lacryma-jobi L. ﾊﾄﾑｷﾞ 5,000 600 150

Convolvulus tricolor L. ｻﾝｼｷｱｻｶﾞｵ 5,000 100 25

Coreopsis basalis (A.Dietr.)S.F.Blake ｷﾝｹｲｷﾞｸ 5,000 20 5

Coreopsis lanceolata L. ｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸ 5,000 20 5

Coreopsis tinctoria Nutt. ﾊﾙｼｬｷﾞｸ 5,000 5 1

Cosmos bipinnatus Cav. ｺｽﾓｽ 5,000 80 20

Cosmos sulphureus Cav. ｷﾊﾞﾅｺｽﾓｽ 5,000 80 20

Cyclamen persicum Mill. ｼｸﾗﾒﾝ 5,000 100 30

Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm ｼﾉｸﾞﾛｯｻﾑ 5,000 40 10

Dahlia pinnata Cav. ﾀﾞﾘｱ(ﾃﾝｼﾞｸﾎﾞﾀﾝ) 5,000 80 20

Delphinium spp. ﾃﾞﾙﾌｨﾆｳﾑ 5,000 20 4

Delphinium × cultorum Voss ﾃﾞﾙﾌｨﾆｳﾑ 5,000 20 4

Dianthus barbatus L. ﾋｹﾞﾅﾃﾞｼｺ､ﾋﾞｼﾞｮﾅﾃﾞｼｺ 5,000 10 3

Dianthus caryophyllus L. ｶｰﾈｰｼｮﾝ 5,000 20 5

Dianthus chinensis L. ｾｷﾁｸ 5,000 10 3

Dianthus deltoides L. ﾋﾒﾅﾃﾞｼｺ 5,000 20 0.5

Dianthus plumarius L. ﾀﾂﾀﾅﾃﾞｼｺ 5,000 20 5

Dimorphotheca ecklonis DC. ｵｽﾃｵｽﾍﾟﾙﾏﾑ 5,000 40 10

Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench ｱﾌﾘｶｷﾝｾﾝｶ 5,000 40 10

Eschscholzia californica Cham. ﾊﾅﾋﾞｼｿｳ(ｶﾘﾌｫﾙﾆｱﾎﾟﾋﾟｰ) 5,000 20 5

Erysimum cheiri (L.)Crantz ｳｫｰﾙﾌﾗﾜｰ 5,000 10 3

Gaillardia aristata Pursh ｵｵﾃﾝﾆﾝｷﾞｸ 5,000 30 8

Gaillardia pulchella Foug. ﾃﾝﾆﾝｷﾞｸ 5,000 20 6

Gazania rigens (L.) Gaertn. ｶﾞｻﾞﾆｱ 5,000 20 5

Gentiana acaulis L. ﾁｬﾎﾞﾘﾝﾄﾞｳ 5,000 5 0.7

Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach ｼｭﾝｷﾞｸ 5,000 30 8

Gomphrena globosa L. ｾﾝﾆﾁｺｳ 5,000 40 10

Gypsophila elegans M.Bieb. ｶｽﾐｿｳ 5,000 10 2

Hesperis matronalis L. ﾊﾅﾀﾞｲｺﾝ(ﾍｽﾍﾟﾘｽ) 5,000 20 5

Hibiscus trionum L. ｷﾞﾝｾﾝｶ 5,000 40 10

Iberis umbellata L. ｲﾛﾏｶﾞﾘﾊﾞﾅ 5,000 10 3

Impatiens balsamina L. ﾎｳｾﾝｶ 5,000 100 25

Impatiens walleriana Hook.f. ｲﾝﾊﾟﾁｪﾝｽ(ｱﾌﾘｶﾎｳｾﾝｶ) 5,000 10 2

Lathyrus odoratus L. ｽｲｰﾄﾋﾟｰ 10,000 600 150

Lavandula angustifolia Mill. ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ 5,000 10 2

Lavatera trimestris L. ﾗﾊﾞﾃﾗ(ﾊﾅｱｵｲ) 5,000 40 10

Linum grandiflorum Desf. ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｱﾏ 5,000 40 10

Lobularia maritima (L.) Desv. ｽｲｰﾄｱﾘｯｻﾑ(ﾆﾜﾅｽﾞﾅ) 5,000 5 1

Lupinus hybrids ＊ ﾙﾋﾟﾅｽ 10,000 200 60

Lupinus polyphyllus Lindl ﾜｼﾝﾄﾝﾙﾋﾟﾅｽ､ﾗｯｾﾙﾙﾋﾟﾅｽ 10,000 200 60

Matthiola incana (L.)W.T.Aiton ｽﾄｯｸ(ｱﾗｾｲﾄｳ) 5,000 20 4

Mimosa pudica L. ｵｼﾞｷﾞｿｳ(ﾐﾓｻﾞ) 5,000 40 10

Nemophila menziesii Hook.& Arn. ﾈﾓﾌｨﾗ･ﾒﾝｼﾞｴｼｰ､ﾙﾘｶﾗｸｻ 5,000 20 5
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Nierembergia hippomanica Miers ﾆｰﾚﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ 5,000 5 0.5

Nigella damascena L. ｸﾛﾀﾈｿｳ 5,000 20 6

Papaver nudicaule L. ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ 5,000 5 0.5

Papaver rhoeas L. ﾋﾅｹﾞｼ 5,000 5 0.5

Perilla frutescens (L.) Britton ｼｿ 5,000 10 3

Pericallis cruenta (Masson ex L'Her.) DC. ｻｲﾈﾘｱ 5,000 5 0.5

Petunia × atkinsiana(Sweet)D.Don ex W. H. Baxter ﾍﾟﾁｭﾆｱ 5,000 5 0.2

Phlox drummondii Hook. ﾌﾛｯｸｽ､ｷｷｮｳﾅﾃﾞｼｺ 5,000 20 5

Physalis alkekengi L. ﾎｵｽﾞｷ 5,000 20 4

Plectocephalus americana(Nutt.) D.Don ｱｻﾞﾐﾔｸﾞﾙﾏ 5,000 100 35

Plectocephalus scutellarioides(L.)R.Br (ｺﾘｳｽ)ｷﾝﾗﾝｼﾞｿ 5,000 10 2

Portulaca grandiflora Hook. ﾏﾂﾊﾞﾎﾞﾀﾝ 5,000 5 0.3

Primula spp. ﾌﾟﾘﾑﾗ､ｻｸﾗｿｳ 5,000 5 1

Rudbeckia hirta L. ﾙﾄﾞﾍﾞｷｱ 5,000 5 1

Saintpaulia ionantha H.Wendl. ｾﾝﾄﾎﾟｰﾘｱ(ｱﾌﾘｶｽﾐﾚ) 5,000 5 0.1

Salvia farinacea Benth. ﾌﾞﾙｰｻﾙﾋﾞｱ 5,000 20 5

Salvia officinalis L. ｾｰｼﾞ､ｻﾙﾋﾞｱ 5,000 30 20

Silene pendula L. ｵｵﾏﾝﾃﾏ(ﾌｸﾛﾅﾃﾞｼｺ) 5,000 10 2

Tagetes erecta L. ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ 5,000 40 10

Thymus serpyllum L. ﾀｲﾑ 5,000 5 0.5

Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. ﾄﾚﾆｱ 5,000 5 0.2

Vinca minor L. ﾋﾒﾂﾙﾆﾁﾆﾁｿｳ 5,000 20 5

Viola odorata L. ﾆｵｲｽﾐﾚ 5,000 10 3

Viola tricolor L. ﾊﾟﾝｼﾞｰ 5,000 10 3

Zinnia elegans Jacq. ﾋｬｸﾆﾁｿｳ(ｼﾞﾆｱ) 5,000 80 20

（備考）

提供する試料の重量は「提供試料の最小限重量」以上とする。ただし、異種の粒数検査が含まれていない場合は、試

料の重量は少なくとも「純潔検査の最小限重量」以上とする。

（２）含水量検査

提供試料の最小限重量は、他の事項についての検査に提供する試料とは別に以下の種では

１００ｇ、その他の種では５０ｇとする。

Arachis hypogaea ラッカセイ Oryza sativa イネ

Avena spp. カラスムギ属 Phaseolus spp. インゲンマメ属

Cicer arietinum ヒヨコマメ Pisum sativum (all vars) エンドウ(全変種)

Citrullus lanatus スイカ Secale cereale ライムギ

Fagopyrum esculentum ソバ Sorghum spp. モロコシ属

Glycine max ダイズ Triticum spp. コムギ属

Gossypium spp. ワタ属 Vicia spp. ソラマメ属

Hordeum vulgare オオムギ Vigna spp. ササゲ属

Lupinus spp. ハウチワマメ属 Zea mays トウモロコシ

（備考）

含水量の検査を依頼するために提供する試料は、適当な防湿包装容器に密封すること。
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（３）提供試料が被覆種子の場合の検査

ペレットシード

検査項目 送付試料の最小限数量（粒）

純潔度合検査（種の検証を含む。） 2,500

純潔度合検査（追加検査） 2,500

発芽試験 2,500

異種の粒数検査 10,000

異種の粒数検査（エンクラストシード及びシードグラニュール） 25,000

シードテープ

検査項目 送付試料の最小限数量（粒）

純潔度合検査（種の検証） 300

純潔度合検査（追加検査） 2,500

発芽試験 2,000

異種の粒数検査 10,000

（備考）

純潔度合検査（追加検査）とは、被覆材を除いた種子に対して行う純潔度合検査のことをいう。

（４）病害検査

提供試料の
種 類 病原体名 病害名

最小限数量

ニンジン Alternaria radicina 黒斑病 ４２５粒

ニンジン Alternaria dauci 黒葉枯病 ４２５粒

ニンジン Xanthomonas hortorum pv. carotae 斑点細菌病 １０，０２５粒

インゲンマメ Colletotrichum lindemuthianum 炭疽病 ４２５粒

アブラナ属野菜 Xanthomonas campestris pv. campestris 黒腐病 ３０，０２５粒

アブラナ属野菜 Leptosphaeria maculans 根朽病 ４２５粒又は

１，０２５粒

ウリ科野菜 Cucumber green mottle mosaic virus 緑斑モザイク病 ２，０２５粒又は

(CGMMV) ９，４２５粒

（備考）

１） 病害の検査を依頼するために提出する試料は、汚染防止のため、適当な容器又は資材で他の検査事項用の

提供試料とは別に包装すること。

２） （１）の発芽、純潔度合、含水量及び異種の粒数の検査を併せて依頼する場合における提供試料の量は、

（１）の試料の重量及び病害検査の試料の数量の合計量とすること。

３） ニンジンについて、同一試料で Alternaria radicinaと Alternaria dauciの両方の検査を依頼する場合の
提供試料の最小限数量は、４２５粒とする。
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３ 検査依頼書（Ｃ）に添える試料の数量

放射性物質検査

試料の区分 放射性核種 提供試料の数量

種子

ヨウ素－１３１

苗、球根等（生鮮物。土付きは不可） セシウム－１３４ ０．７Ｌ以上又は１００ｍｌ以上

セシウム－１３７

土壌

（備考）

１） 提供試料は、輸送中に吸湿、破砕、腐敗、異物混入及び漏出等が起こらないよう、適当な容器又は資材を

用いて包装すること。

２） 提供可能な試料の数量が１００ｍｌ未満の場合は、相談に応じることとする。

３） 苗、球根等には採種用の植物体（Plant for producing seed）を含む。
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別表２ 依頼検査に要する手数料等の額 （第７条関係）
（単位：円／検査項目）

検 査 項 目 料 金

発芽検査 5,600

純潔度合検査 検査時間が１時間未満の種子 5,100

検査時間が１時間超の種子※ 10,800

含水量検査 粉砕が不要な種子 4,800

粉砕を要する種子 5,400

異種の粒数検査 6,700

病害検査 ①ニンジンの Alternaria radicina(黒斑病) 9,800

②ニンジンの Alternaria dauci(黒葉枯病) 9,800

①＋② 11,000

③ニンジンの Xanthomonas hortorum pv. carotae(斑点細菌病) 32,700
(10,000粒検査)

④ユウガオの Fusarium oxysporum f. sp. lagenariae(つる割病) 67,000

⑤インゲンマメの Colletotrichum lindemuthianum(炭疽病) 9,400

⑥エンドウの Ascochyta pisi及びMycosphaerella pinodes 15,600
(褐斑病及び褐紋病)

⑦エンドウの Pea seed-borne mosaic virus(モザイク病) 19,600

⑧トマトの Tobamoviruses(モザイク病) 16,800

⑨トマトの Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis(かいよう病) 42,700

⑩トウガラシの Tobamoviruses(モザイク病) 16,800

⑪アブラナ属野菜の Xanthomonas campestris pv. campestris(黒腐病) 28,800
(洗浄液培養法)

⑫アブラナ属野菜の Xanthomonas campestris pv. campestris(黒腐病) 29,300
(種子磨砕液培養法)

⑬アブラナ属野菜の Xanthomonas campestris pv. campestris(黒腐病) 14,900
(Seed Wash-PCR法)

⑭アブラナ属野菜の Leptosphaeria maculans(根朽病)(400粒検査) 9,100

⑮アブラナ属野菜の Leptosphaeria maculans(根朽病)(1,000粒検査) 14,400

⑯アブラナ属野菜の Alternaria brassicicola(黒すす病) 7,900

⑰アブラナ属野菜の Alternaria brassicae(黒斑病) 7,900

⑱アブラナ属野菜の Alternaria japonica(黒斑病) 7,900

⑯＋⑰、⑯＋⑱又は⑰＋⑱ 9,100

⑯＋⑰＋⑱ 10,400

⑲アブラナ属野菜の Pseudomonas syringae pv. maculicola及び 35,600
Pseudomonas cannabina pv. alisalensis(黒斑細菌病)

⑳ダイコンの Xanthomonas campestris pv. campestris(黒腐病) 29,800
(洗浄液培養法)

㉑ダイコンの Xanthomonas campestris pv. campestris(黒腐病) 15,300
(Seed Wash-PCR法)



- 20 -

㉒ダイコンの Leptosphaeria maculans(400粒検査) 9,100

㉓ダイコンの Alternaria brassicicola(黒斑病) 7,900

㉔ダイコンの Alternaria brassicae(黒斑病) 7,900

㉕ダイコンの Alternaria japonica(黒斑病) 7,900

㉓＋㉔、㉓＋㉕又は㉔＋㉕ 9,100

㉓＋㉔＋㉕ 10,400

㉖ダイコンの Pseudomonas syringae pv. maculicola及び 34,500
Pseudomonas cannabina pv. alisalensis（黒斑細菌病）

㉗レタスの Lettuce mosaic virus(モザイク病) 22,700

㉘ウリ科野菜の Kyuri green mottle mosaic virus(緑斑モザイク病) 19,100
(2,000粒検査)

㉙ウリ科野菜の Kyuri green mottle mosaic virus(緑斑モザイク病) 33,800
(9,400粒検査)

㉚ウリ科野菜の Cucumber green mottle mosaic virus(緑斑モザイク病) 19,100
(2,000粒検査)

㉛ウリ科野菜の Cucumber green mottle mosaic virus(緑斑モザイク病) 33,800
(9,400粒検査)

㉜ウリ科野菜の Squash mosaic virus(スカッシュモザイク病) 19,100
(2,000粒検査)

㉝ウリ科野菜の Squash mosaic virus(スカッシュモザイク病) 33,800
(9,400粒検査)

㉞ウリ科野菜のMelon necrotic spot virus(メロンえそ斑点病) 24,200
(2,000粒検査)

㉟ウリ科野菜のMelon necrotic spot virus(メロンえそ斑点病) 48,200
(9,400粒検査)

㊱ウリ科野菜の Acidovorax citrulli (A. avenae subsp. citrulli) 33,300
(果実汚斑細菌病)(スイカ、メロン及びキュウリ)

㊲ウリ科野菜の Acidovorax citrulli (A. avenae subsp. citrulli) 41,700
(果実汚斑細菌病)(カボチャ、ユウガオ、ニガウリ及びトウガン)

㊳カボチャの Pseudomonas syringae pv. syringae(果実斑点細菌病) 43,600

放射性物質検査 0.7L 100ml

種子 非粉砕 10,600 12,700

粉砕 11,500 13,600

苗及び球根等 11,500 13,600

土壌 11,500 13,600

荷口封印用 １枚当たり 4
ラベル：紙

荷口封印用 １枚当たり 72
ラベル：布

（備考）
１ 料金は、消費税相当額を含む金額である。
２ 検査時間が１時間超の種子とは、次のとおりとする。
（１）ヨモギ、ススキ、イタチハギ、イタドリ
（２）被覆種子の純潔度合検査の追加検査（農作物種子検査依頼書（Ｂ）による依頼の場合のみ対応）


